
  名古屋⼤学⼤学院教育発達科学研究科講師⼜は准教授公募要領 

1 募 集 件 名 講師⼜は准教授の公募 
2 所 属 ⼤学院教育発達科学研究科 教育科学専攻 ⽣涯発達教育学講座 

3 募 集 内 容 

[職務内容（業務内容、担当科⽬等)] 
（雇⼊れ直後） 
・社会・⽣涯教育学領域の授業及び教育（⼤学院：社会・⽣涯教育学研究、等。学
部：社会教育学講義、社会教育学演習、⽣涯教育の原理と組織（分担）、⽣涯教育開
発演習（分担）、社会・産業教育調査実習（分担）、全学教育科⽬及び教職科⽬、社
会教育主事養成課程科⽬等）  
・社会・⽣涯教育学研究の国内外を対象とする学術研究ほか、研究科附属教育福祉
研究センター及び⽣涯学習・キャリア教育研究センターの運営に関する業務 
・全学及び本研究科の各種委員会等の業務 
・⾃治体と連携しての公開講座・共同研究・セミナーの開催 
 
（変更の範囲） 
・東海国⽴⼤学機構が指定する業務  
[勤務地]  
（雇⼊れ直後）愛知県名古屋市千種区 
（変更の範囲）東海国⽴⼤学機構が指定する就業場所 
[募集⼈員]  講師⼜は准教授 1 名 
[着任時期] 2025 年 4 ⽉ 1 ⽇ 

4 
募 集 研 究 
分 野 

⼤分類   社会科学（⼈⽂・社会） 
⼩分類   教育学（社会教育学・⽣涯学習論） 

5 勤 務 形 態 
常勤 
契約期間：期間の定めなし 

6 応 募 資 格 

[必要な特定分野の資格・条件（学位などを含む）・専⾨性等の詳細] 
(1)社会・⽣涯教育学領域に関する専⾨的知⾒を有し、この領域における教育活動及
び学術研究に従事できる者  
(2)博⼠学位またはそれと同等の研究業績を有する者 
(3)本研究科の教育及び研究に貢献できる者 
(4)本学の教育研究及び運営に責任をもち、協調性をもって職務を遂⾏できる者  
(5)⾃治体と連携しての公開講座・共同研究・セミナーを担当する意欲のある者 
(6)国籍は問わない。ただし職務の遂⾏に必要な⽇本語運⽤能⼒を有する者 

7 待 遇  

[採⽤後の待遇（給与、勤務時間、休⽇、雇⽤期間、保険等）] 
・東海国⽴⼤学機構職員就業規則の定めるところによる。 

https://education.joureikun.jp/thers_ac/act/frame/frame110010928.htm 
・給与は東海国⽴⼤学機構名古屋⼤学年俸制適⽤教員給与規程において定める年俸
制とする。 
 https://education.joureikun.jp/thers_ac/act/frame/frame110001585.htm 
・専⾨業務型裁量労働制により、1 ⽇ 7 時間 45 分働いたものとみなされる。 



8 応 募 期 間 2024 年 5⽉31⽇〜2024 年 7⽉17⽇17:00 まで 

9 
応 募 ・ 選 考 
結 果 通 知 
連 絡 先 

[応募⽅法（提出書類の送付先）] 
(1)履歴書 4 通  
(2)研究業績リスト 4 部  
(3)主要な研究業績（学術論⽂・図書）5 点各 1 部（コピー可）及びその要旨（研究
業績ごとに A4 サイズに⽇本語 500 字程度で記⼊）各 4 部  
(4)外部資⾦・競争的資⾦の獲得実績リスト（研究代表者⼜は研究分担者の別、研究
種⽬、研究題⽬、直接経費の⾦額）4 部 
(5)受賞歴及び学会活動、社会貢献等の実績リスト 4 部 
(6)これまでの研究・教育実績の概要（A4 サイズ 1 枚に⽇本語で記⼊）4 部 
(7)教育学部 3、4 年⽣を対象に社会教育学講義を講義することを想定したシラバス
（半期 2 単位分）4 部 
(8)着任後の教育研究に関する抱負（A4 サイズ 1 枚に⽇本語で記⼊）4 部 
 
＊提出書類の送付先  
〒464-8601 名古屋市千種区不⽼町 名古屋⼤学⼤学院教育発達科学研究科教育科
学専攻⼈事担当（封筒の表に「⽣涯発達教育学講座教員応募書類在中」と朱書きし
書留にて郵送のこと）  
[選考内容（選考⽅法、採否の決定）] 
・書類選考の上、⾯接を実施する。  
・⾯接対象者には、E メール⼜は電話で連絡する。  
・採否は E メール⼜は書⾯で連絡する。 

10 そ の 他 

・名古屋⼤学は業績（研究業績、教育業績、社会的貢献、⼈物を含む。）の評価にお
いて同等と認められた場合には、⼥性を積極的に採⽤します。 

・提出された書類については、本選考以外の⽬的には使⽤しません。 
・応募書類は、本選考委員会が責任を持って処分し、返却しません。 
・⾯接に要する交通費は⽀給しません。 
・2021 年 11 ⽉「外国為替及び外国貿易法」（外為法）に基づく「みなし輸出」にお

ける管理対象の明確化に伴い、⼤学・研究機関における教職員への機微技術の提供
の⼀部が外為法の管理対象となりました。これに伴い、本公募に応募の際、「類型該
当判断のフローチャート」に基づく「類型該当性の⾃⼰申告書」の提出が必要とな
ります。また、採⽤時には「誓約書」の提出が必要となります。 

・問い合わせは下記まで E メールでおこなうこと。  
教育発達科学研究科教育科学専攻⽣涯発達教育学講座 河野明⽇⾹ 
E メール: kawano.asuka.w4@f.mail.nagoya-u.ac.jp  

 


